
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年９月３０日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第１３号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２２年２月２８日 １８時００分ごろ 

発生場所 宮城県塩竈市仙台塩釜港塩釜第２区 地蔵島灯台から真方位２６６°１,

６００ｍ付近 

（概位 北緯３８°１９.３′ 東経１４１°０３.２′） 

事故等調査の経過  平成２２年３月２日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート 鮮
せん

翔
しょう

丸、８.５トン 

 ２４０－３８１９０宮城、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長１人が乗り組み、南米西部で発生した地震による津波の避

難を終え、仙台湾から仙台塩釜港に向けて帰航中、平成２２年２月２８日

１８時００分ごろ、塩釜航路内で、津波の影響で流出したわかめ養殖施設

の漁具を推進器に巻き込んで航行不能となった。 

 本船は、付近を航行中の宮城海上保安部の巡視艇に救助された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

当日の塩釜における日没時刻は１７時２８分であった。 

 その他の事項  船長は、仙台湾で避難中、ラジオで津波情報を入手するとともに、僚船

と無線で情報交換を行っていた。 

船長は、約３０分前に入港していた僚船から航路内に障害物はなかった

との情報を得ていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、仙台塩釜港第２区の航路を航行中、津波

の影響で流出した養殖施設の漁具を推進器に巻き

込み、航行不能になったものと考えられる。 

 船長は、日没後の薄明時であったため、流出した

養殖施設に気付くのが遅れた可能性があると考え

られる。 

原因  本インシデントは、本船が、仙台塩釜港第２区の航路内を航行中、津波

の影響で流出した養殖施設の漁具を推進器に巻き込んだため、航行不能に

なったことにより発生したものと考えられる。 

 




